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公告第５号 
 

保健事業実施規則の全部改正について 

 

保健事業実施規則の全部を次のとおり改正することについては、令和６年３月８日

招集の第 178回組合会において議決されたので公告する。 

令和６年３月８日 

                                                長野県市町村職員共済組合 

                                                  理事長    金 子 ゆかり 

 

   保健事業実施規則 

 保健事業実施規則（平成７年規則第１号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この規則は、地方公務員等共済組合法第 112 条第６項に規定する地方公務員

共済組合が行う健康の保持増進のために必要な事業に関する指針（令和５年総務省

告示第 435号）に則り、長野県市町村職員共済組合定款第 39条第１号及び第４号に

規定する事業（以下「保健事業」という。）に関し必要な事項を定めることを目的と

する。 

（経理） 

第２条 この規則に定める事業に関する取引は、地方公務員等共済組合法施行規程（昭

和 37年総理府・文部省・自治省令第１号）第６条第１項第７号に規定する保健経理

において行う。 

（保健事業の種類） 

第３条 保健事業の種類は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 生活習慣病の発症・重症化予防に関する事業 



2 

 

令和 6年 3月 8日               共済組合公報                       （第 562号） 
 

(2) 人間ドック検診料助成及びがん検診料助成に関する事業 

(3)  健康教育に関する事業 

(4)  健康相談に関する事業 

(5)  健康づくりの支援に関する事業 

(6)  コラボヘルスに関する事業 

(7) 保養に関する事業 

２ 前項に定める事業の費用の額は、毎年度事業計画及び予算において定める。 

（補則） 

第４条 この規則に定めるもののほか、保健事業の実施に関し必要な事項は、理事長

が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

公告第６号 
 

保健事業検討会設置規程の全部改正について 
 

  保健事業検討会設置規程の全部を次のとおり改正することについては、令和６年３

月８日招集の第 178回組合会において議決されたので公告する。 

令和６年３月８日 

                                                長野県市町村職員共済組合 

                                                  理事長    金 子 ゆかり 

 

保健事業検討会設置規程 

 保健事業検討会設置規程（平成 21年規程第４号）の全部を改正する。 

（設置） 

第１条 長野県市町村職員共済組合（以下「共済組合」という。）に保健事業に関する

検討会（以下「検討会」という。）を置く。 

（目的） 

第２条 検討会は、令和５年 12月に告示された「地方公務員等共済組合法第 112条第

６項に規定する地方公務員共済組合が行う健康の保持増進のために必要な事業に関

する指針」に基づき、効果的かつ効率的な保健事業の実施のために「データヘルス 
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計画」の事業内容について、総合的に検討することを目的とする。 

（任務） 

第３条 検討会は、次に掲げる事項の検討を行い、その結果を理事長に報告するもの

とする。 

(1) データヘルス計画の策定及び見直しに関すること。 

(2) その他保健事業全般にわたる事業の見直しに関すること。 

（組織） 

第４条 検討会は、委員６名以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから理事長が委嘱する。 

(1) 組合会議員 

(2) その他理事長が必要と認めた者 若干名 

（任期） 

第５条 委員の任期は、別途理事長が定める任期とする。 

（運営） 

第６条 検討会に会長、副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。 

３ 会長は、会務を総理する。会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理す

る。 

４ 検討会は、会長が招集する。 

（庶務） 

第７条 検討会の庶務は、共済組合事務局において処理する。 

（費用） 

第８条 検討会の開催に要する費用は、共済組合が負担する。 

２ 検討会に出席する委員の旅費の額及びその支給方法は、組合会議員、役員等の旅

費規則の例による。 

（その他） 

第９条 この規程に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、理事長が

別に定める。 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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公告第７号 
 

令和５年度変更事業計画及び予算について 

 

長野県市町村職員共済組合の令和５年度変更事業計画及び予算については、令和６

年３月８日招集の第 178回組合会において議決されたので公告する。 

令和６年３月８日 

長野県市町村職員共済組合 

                                                  理事長    金 子 ゆかり 

 

 

 


